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【手続補正書】
【提出日】平成31年1月30日(2019.1.30)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プリナブリンの構造を有する化合物を含む医薬であって、前記医薬がアブラキサンと組
み合わせて使用される、がん治療のための医薬。
【請求項２】
　アブラキサン投与の少なくとも1時間後に投与される、請求項１に記載の医薬。
【請求項３】
　１０～５０ｍｇ／ｍ２（体表面積）の用量でプリナブリンを含む、請求項１又は２に記
載の医薬。
【請求項４】
　２０ｍｇ／ｍ２（体表面積）又は３０ｍｇ／ｍ２（体表面積）の用量でプリナブリンを
含む、請求項３に記載の医薬。
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【請求項５】
　アブラキサン投与量とプリナブリン投与量の質量比が１．５：１～４：１である、請求
項１又は２に記載の医薬。
【請求項６】
　アブラキサン投与前に投与される、請求項１に記載の医薬。
【請求項７】
　アブラキサン投与後に投与される、請求項１に記載の医薬。
【請求項８】
　プリナブリンが、アブラキサン投与の０．５～７２時間後に投与される、請求項１又は
２に記載の医薬。
【請求項９】
　プリナブリンが、アブラキサン投与の０．５～２４時間後に投与される、請求項１又は
２に記載の医薬。
【請求項１０】
　前記がんが、肺がん、結腸がん、胃がん、肝がん、乳がん、前立腺がん、及び多発性骨
髄腫からなる群から選択される、請求項１又は２に記載の医薬。
【請求項１１】
　プリナブリンの構造を有する化合物を含む医薬であって、３ｃｍ以上の大きさの腫瘍を
有する対象において、前記医薬がアブラキサンと組み合わせて使用される、がん治療のた
めの医薬。
【請求項１２】
　アブラキサン投与の少なくとも１時間後に投与される、請求項１１に記載の医薬。
【請求項１３】
　前記対象が、５ｃｍ以上の大きさの腫瘍を有する対象である、請求項１１又は１２に記
載の医薬。
【請求項１４】
　前記対象が、７ｃｍ以上の大きさの腫瘍を有する対象である、請求項１１又は１２に記
載の医薬。
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